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日
本
に
お
け
る
行
政
手
続
の
進
化

―
国
家
、
市
場
お
よ
び
社
会
と
の
関
係

―

市　

橋　

克　

哉

は
じ
め
に

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
と
く
に
二
一
世
紀
を
迎
え
る
と
、
ソ
連
・
東
欧
の
「
社
会
主
義
体
制
」
の
崩
壊
、
市
場
経
済
へ
の
移
行
、

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
お
よ
び
行
政
の
私
化
と
い
っ
た
地
球
規
模
で
生
じ
た
変
化
は
、
日
本
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

こ
の
変
化
を
ふ
ま
え
る
と
、
日
本
の
国
家
の
あ
り
方
、
行
政
の
あ
り
方
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
直
す
べ
き
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
、
ど

の
よ
う
な
制
度
変
化
を
目
指
し
、
新
し
い
制
度
を
設
計
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
が
、
法
律
学
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
学
術
の

分
野
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
行
政
手
続
の
制
度
変
化
を
め
ぐ
る
議
論
も
、
こ
う
し
た
大
き
な
議
論
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
論
点
の

一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
近
時
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
お
よ
び
私
化
を
背
景
に
し
て
変
化
す
る
国
家
、
市
場
お
よ
び
社
会
と
の
関
係
に

お
い
て
、
日
本
に
お
け
る
行
政
手
続
に
関
す
る
考
え
方
の
変
化
、
そ
し
て
、
行
政
手
続
制
度
の
変
化
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る(1)

。
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1　

現
状
と
問
題
点

　

ま
ず
、
本
題
の
検
討
に
入
る
前
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
日
本
社
会
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
、
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
変
化
を
現
状
認
識
と
し
て
ど
の
よ
う
に
と
り
ま
と
め
る
べ
き
か
か
ら
、
検
討
を
始
め
た
い
。
こ
の
点
で
、
本
題
で
あ
る
行
政
手

続
の
あ
り
方
を
考
え
る
際
に
も
注
目
す
べ
き
見
解
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
日
本
学
術
会
議
「
日
本
の
展
望
―
学
術
か
ら
の
提
言
」

（
以
下
、「
提
言
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。「
提
言
」
は
、
現
代
に
お
け
る
「
私
」
と
「
公
」、「
個
人
」
と
「
国
家
」
と
の
関
係
の
変
化

に
つ
い
て
、
簡
潔
か
つ
明
確
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る(2)

。

　

第
一
に
、
二
〇
世
紀
は
国
家
の
世
紀
で
あ
っ
た
と
総
括
す
る
。
個
人
は
、
そ
の
生
存
と
権
利
の
保
障
を
国
家
に
求
め
、
国
家
に
委

ね
て
き
た
。
国
家
の
役
割
は
増
大
し
た
。「
国
家
を
中
心
と
す
る
考
え
方
」（
以
下
、「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
と
い
う
。）
が
支
配
し
、

「
私
」
に
対
す
る
「
公
」
は
、
国
家
と
同
一
視
さ
れ
た
。「
自
由
の
原
理
」
そ
し
て
「
平
等
の
原
理
」
に
基
づ
い
て
、
国
家
は
、
市
場

と
社
会
に
介
入
す
る
体
制
へ
と
進
化
し
た
。
個
人
の
生
存
の
確
保
が
国
家
の
課
題
と
な
り
、﹇
資
本
主
義
﹈
国
家
は
、
国
民
の
生
存

を
排
他
的
に
保
障
す
る
福
祉
国
家
と
し
て
登
場
し
て
、
い
わ
ば
「
全
能
」
の
国
家
と
し
て
個
人
に
向
き
合
っ
た
。

　

し
か
し
、第
二
に
、九
〇
年
代
以
降
、財
政
の
悪
化
と
経
済
シ
ス
テ
ム
の
機
能
不
全
の
た
め
、福
祉
国
家
は
破
綻
す
る
。
そ
こ
で
は
、

個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
主
要
な
仕
組
み
と
し
て
、「
市
場
の
自
由
」と「
自
己
責
任
」が
強
調
さ
れ
る「
市
場
を
中
心
と
す
る
考
え
方
」

（
以
下
、「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」と
い
う
。）が
支
配
的
と
な
り
、国
民
の
生
存
を
保
障
す
る
二
〇
世
紀﹇
資
本
主
義
﹈国
家
の「
全
能
性
」

は
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
国
家
に
対
す
る
認
識
の
変
化
は
、
個
人
と
国
家
と
の
関
係
に
関
す
る
考
え
方
、
そ
れ
に
基
づ
く
諸
制
度
に
つ
い
て
も
、

変
化
を
要
求
し
た
。
か
つ
て
の
「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
で
は
、
個
人
と
国
家
の
関
係
は
二
項
対
立
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
が
、「
市



日本における行政手続の進化（市橋）

175

場
中
心
モ
デ
ル
」
に
あ
っ
て
は
、
市
場
ま
た
は
社
会
と
い
う
要
素
を
包
摂
す
る
形
で
、
両
者
の
関
係
を
見
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
が
排
他
的
に
担
っ
て
い
た
「
公
」
す
な
わ
ち
「
公
共
性
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
見
直
し
が
議
論
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。

　

そ
し
て
、「
提
言
」
は
、
こ
の
個
人
と
国
家
と
の
関
係
の
見
直
し
、
そ
し
て
、
国
家
の
み
が
担
っ
た
「
公
共
性
」
の
見
直
し
の
方

向
と
し
て
、
第
一
に
、
国
民
国
家
の
国
境
を
越
え
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
公
共
性
」
の
成
立
と
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
の
改
善
を
目
指
す

こ
と
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
、「
提
言
」
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
「
公
共
性
」
の
国
家
独
占
、
す
な
わ
ち
、「
国
家
中
心
モ

デ
ル
」が
限
界
に
達
し
た
こ
と
、ま
た
、前
世
紀
末
の
ソ
連
型
社
会
主
義
国
家
の
崩
壊
後
の
世
界
を
席
巻
し
た「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」も
、

今
世
紀
に
入
る
と
そ
の
限
界
が
だ
れ
の
目
に
も
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
で
も
な
く
、
ま
た
「
市

場
中
心
モ
デ
ル
」
で
も
な
い
第
三
の
道
と
し
て
、
新
た
に
、
市
民
社
会
が
「
公
共
性
」
を
内
在
的
に
生
成
す
る
方
向
を
目
指
す
こ
と

を
求
め
て
い
る
。

　
「
提
言
」
が
提
起
す
る
こ
れ
ら
の
二
つ
の
課
題
の
う
ち
、
後
者
の
課
題
こ
そ
、
現
在
そ
し
て
将
来
、
日
本
の
行
政
手
続
を
め
ぐ
る

議
論
に
対
し
て
、
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
提
言
」
は
、「
公
共
性
」
が
、
国
、
地
方
公

共
団
体
と
い
っ
た
公
的
な
ア
ク
タ
ー
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
様
々
な
社
会
的
諸
ア
ク
タ
ー
の
協
議
と
調
整
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
生

成
す
る
と
い
う
「
手
続
重
視
・
プ
ロ
セ
ス
志
向
の
民
主
主
義
モ
デ
ル
」（
以
下
、「
プ
ロ
セ
ス
志
向
民
主
主
義
モ
デ
ル
」
と
い
う
。）

を
制
度
設
計
す
る
こ
と
を
、
新
た
な
課
題
と
し
て
掲
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
提
言
」
は
、「
公
共
性
」
の
実
現
に
は
、

市
民
社
会
と
市
民
が
関
与
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
支
援
す
る
実
定
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
も
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

こ
の
実
定
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
語
る
「
提
言
」
の
注
目
す
べ
き
観
点
は
、「
提
言
」
が
提
起
す
る
「
プ
ロ
セ
ス
志
向
民
主
主
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義
モ
デ
ル
」
で
は
、
個
人
と
国
家
と
の
関
係
が
二
項
対
立
構
造
か
ら
三
項
図
式
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
い
う
現
状
認
識
で
あ
る
。
第

一
に
、
個
人
と
国
家
の
中
間
領
域
に
諸
個
人
が
横
に
つ
な
が
る
「
空
間
」
が
拡
が
り
、
国
家
が
独
占
し
て
い
た
「
公
」
に
代
わ
る
、

ま
た
は
そ
れ
を
補
完
す
る
「
新
た
な
公
共
」
を
基
礎
づ
け
る
公
共
圏
ま
た
は
市
民
社
会
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
第
二
に
、
個
人
の
生
存
を
条
件
づ
け
る
要
素
と
し
て
、
国
家
に
加
え
て
、「
市
場
」
お
よ
び
「
共
同
体
」（
市
民
社
会
）
の

三
項
を
「
秩
序
の
ト
リ
ア
ー
デ
（
三
つ
組
）」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

国
家
と
個
人
と
の
二
項
対
立
構
造
で
は
な
く
、
個
人
と
国
家
、
そ
し
て
、
両
者
の
中
間
領
域
に
新
た
に
登
場
す
る
「
公
共
空
間
」

を
加
え
た
三
項
図
式
の
中
で
実
定
法
の
制
度
変
化
を
考
え
る
と
い
う
「
提
言
」
が
提
起
す
る
観
点
は
、
行
政
と
規
制
の
相
手
方
と
で

構
成
さ
れ
る
伝
統
的
な
二
面
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
規
制
を
通
し
て
生
じ
る
第
三
者
の
利
益
（
例
え
ば
、
私
益
に
該
当
し
な
い
が
、

公
益
に
も
吸
収
で
き
な
い
生
活
環
境
上
の
利
益
）
の
保
護
・
実
現
に
つ
い
て
も
「
共
同
利
益
」
と
し
て
行
政
法
の
射
程
に
入
れ
る
こ

と
で
、
新
し
い
三
面
関
係
の
「
行
政
法
モ
デ
ル
」
を
追
究
す
る
近
時
の
行
政
法
学
の
問
題
意
識
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る(3)

。
ま
た
、

「
提
言
」
が
個
人
の
生
存
を
条
件
づ
け
る
要
素
と
し
て
「
秩
序
の
ト
リ
ア
ー
デ
（
三
つ
組
）」
を
新
た
に
設
定
す
る
点
に
も
、
注
目
し

た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
の
秩
序
＝
行
政
法
の
伝
統
的
な
規
制
秩
序
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、「
市
場
」
お
よ
び
「
共
同
体
」（
市
民
社

会
）
の
秩
序
＝
民
事
法
の
秩
序
に
つ
い
て
も
組
み
込
ん
で
、
民
事
法
と
協
働
す
る
制
度
と
し
て
行
政
法
を
拡
大
再
構
成
す
る
新
し
い

「
行
政
法
モ
デ
ル
」
の
問
題
意
識
と
、
そ
こ
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る(4)

。

　
「
提
言
」
が
、
こ
の
よ
う
に
近
時
の
新
し
い
「
行
政
法
モ
デ
ル
」
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
こ

こ
で
は
、「
提
言
」
が
、
現
状
と
問
題
点
と
し
て
述
べ
る
現
代
﹇
資
本
主
義
﹈
国
家
・
行
政
の
あ
り
方
、
市
場
と
社
会
と
の
関
係
の

あ
り
方
の
変
化
、
と
く
に
、「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
か
ら
「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」、
そ
し
て
、
社
会
の
要
素
を
重
視
す
る
「
プ
ロ
セ
ス

志
向
民
主
主
義
モ
デ
ル
」
へ
の
変
化
の
な
か
で
、
行
政
手
続
に
関
す
る
理
論
と
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
化
・
進
化
し
て
い
る
か
に
つ
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い
て
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
行
政
手
続
法
の
変
化
・
進
化
を
み
る
と
い
う
点
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
行
政
手
続
法
の
比
較
研
究
に
従
事

す
る
ス
ペ
イ
ン
の
行
政
法
学
者Javier B

arnes

が
、
行
政
手
続
法
に
つ
い
て
、「
ロ
ゼ
ッ
タ
・
ス
ト
ー
ン
」（R

osetta stone

）
に
似

て
い
る
と
語
っ
た
こ
と
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。B

arnes

は
、
行
政
手
続
法
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
あ
る
歴
史
的
な
時
期
に
お
け
る

行
政
法
の
主
要
な
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
「
考
古
学
的
な
情
報
」
を
提
供
し
て
お
り
、
そ
の
時
代
の
行
政
法
お
よ
び
社
会
の
主
要

な
原
則
お
よ
び
価
値
の
解
読
に
貢
献
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
時
代
ご
と
に
変
化
す
る
行
政
手
続
法
は
、B

arnes

が
述
べ
る
よ
う
に
、

そ
の
時
代
の
国
家
・
行
政
、
市
場
お
よ
び
社
会
の
配
置
の
あ
り
方
を
写
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る(5)

。

2　
「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
と
行
政
手
続

　

日
本
で
、
行
政
手
続
が
議
論
さ
れ
、
一
定
の
制
度
整
備
が
行
わ
れ
た
の
は
、
ま
だ
、「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
が
機
能
し
て
い
た
時

代
、
す
な
わ
ち
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
前
半
で
あ
っ
た
。
角
松
生
史
教
授
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
権

利
利
益
防
御
型
」
の
行
政
手
続
ま
た
は
公
衆
参
加
と
し
て
議
論
さ
れ
た(6)

。
た
と
え
ば
、
行
政
の
決
定
に
先
立
ち
、
行
政
処
分
の
名
あ

て
人
以
外
の
住
民
や
利
害
関
係
人
が
公
聴
会
に
参
加
し
て
意
見
を
述
べ
た
り
（
都
市
計
画
法
一
六
条
一
項
）、
都
市
計
画
案
の
公
告
・

縦
覧
を
受
け
、
意
見
書
を
提
出
し
た
り
す
る
（
同
法
一
七
条
一
項
、
二
項
）
制
度
が
、
こ
の
典
型
例
で
あ
る
。
ま
た
、
不
利
益
処
分

の
事
前
手
続
と
し
て
行
わ
れ
る
処
分
名
あ
て
人
の
意
見
陳
述
（
聴
聞
お
よ
び
弁
明
）
の
手
続
（
行
政
手
続
法
三
章
が
定
め
る
手
続
）

も
、
こ
の
「
権
利
利
益
防
御
型
」
の
行
政
手
続
の
典
型
例
と
さ
れ
て
い
た
。
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こ
の
「
権
利
利
益
防
御
型
」
の
行
政
手
続
は
、
一
九
九
三
年
に
制
定
さ
れ
た
当
初
の
行
政
手
続
法
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
特
徴
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
以
下
の
点
を
指
摘
で
き
る(7)

。

　

第
一
に
、
こ
れ
は
、
欧
米
の
行
政
法
が
「
伝
統
的
行
政
手
続
法
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
、
行
政
処
分
（individual 

decisions
）
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
義
務
を
課
し
た
り
権
利
を
制
限
し
た
り
す
る
不
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法

二
条
四
号
）、
許
認
可
を
付
与
す
る
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法
二
条
三
号
）
を
対
象
に
選
ん
で
、
そ
の
事
前
手
続
（decision-m

aking 

procedure

）
と
し
て
、
市
民
の
権
利
利
益
を
防
御
す
る
こ
と
、
権
力
の
濫
用
や
恣
意
的
な
行
政
活
動
を
抑
制
す
る
こ
と
を
目
的
に

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
行
政
手
続
法
の
場
合
、「
第
二
章　

申
請
に
対
す
る
処
分
」
お
よ
び
「
第
三
章　

不
利
益
処
分
」
を

規
律
す
る
行
政
手
続
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　

第
二
に
、
こ
の
行
政
手
続
法
を
適
用
し
て
活
動
す
る
行
政
機
関
（
行
政
手
続
法
二
条
五
号
）
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
行
政
処
分
を

行
う
「
行
政
庁
」
を
中
心
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
階
等
構
造
を
も
つ
行
政
組
織
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
活
動
は
、
や
は
り
主

に
行
政
処
分
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
行
政
法
が
い
う
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
「
命
令
的
お
よ
び

監
督
的
な
規
制
」（com

m
and and control regulation
）
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
行
政
手
続
の
あ
り
方
は
、
市
民
の
権
利
利
益
を
防
御
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
権
力
の
濫
用
や
恣
意
的
な
行
政
活
動
を
抑

制
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
権
利
利
益
の
正
式
の
防
御
手
段
で
あ
る
裁
判
手
続
に
で
き
る
だ
け
近
い
仕
組
み
を

と
る
点
、
す
な
わ
ち
、「
裁
判
的
モ
デ
ル
」
に
近
い
仕
組
み
を
と
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
行
政
手
続
法
は
、
行
政
処
分

の
名
あ
て
人
で
あ
る
市
民
お
よ
び
行
政
庁
と
い
う
両
当
事
者
に
よ
る
二
面
的
な
手
続
（
行
政
手
続
法
第
三
章
第
三
節　

弁
明
の
機
会

の
付
与
）
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
処
分
の
名
あ
て
人
で
聴
聞
の
通
知
を
受
け
た
当
事
者
、
行
政
庁
の
職
員
、
お
よ
び
、
行
政
庁
が
指

名
す
る
職
員
等
が
務
め
る
聴
聞
主
宰
者
と
い
う
三
者
構
成
で
行
わ
れ
る
と
い
う
点
で
、
形
式
的
に
は
「
対
審
的
手
続
」（
行
政
手
続
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法
第
三
章
第
二
節　

聴
聞
）
に
近
い
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
判
決
と
同
様
に
、
実
体
的
な
法
律
を
適
用
し
て
行
わ
れ

る
適
法
な
行
政
処
分
（
最
小
限
の
裁
量
統
制
）
を
最
終
的
な
決
定
と
位
置
づ
け
て
、
そ
れ
に
向
け
て
連
動
し
て
い
く
行
政
の
諸
活
動

の
順
序
だ
っ
た
配
列
と
し
て
、
行
政
手
続
の
仕
組
み
は
つ
く
ら
れ
て
い
る(8)

。

　

第
四
に
、
行
政
手
続
を
情
報
の
交
換
、
収
集
・
保
管
お
よ
び
利
用
と
い
う
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
と
ら

え
る
と
、「
裁
判
モ
デ
ル
」
に
近
い
仕
組
み
を
と
る
行
政
手
続
の
場
合
、
行
政
に
よ
る
情
報
収
集
お
よ
び
調
査
は
、
た
と
え
ば
、
聴

聞
の
告
知
を
受
け
た
当
事
者
、
お
よ
び
、
行
政
処
分
の
名
あ
て
人
で
は
な
い
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
陳
述
し
た
意
見
を
盛
り
込
ん

だ
聴
聞
調
書
（
行
政
手
続
法
二
四
条
一
項
、「
行
政
を
起
点
と
す
る
一
往
復
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
）
を
除
く
と
、
職
権

に
よ
る
実
施
を
基
本
と
し
て
お
り
、
行
政
庁
と
当
事
者
お
よ
び
参
加
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
は
、
厳
格
か
つ
限
定
的

で
あ
り
、
か
つ
、
正
式
の
手
続
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
庁
を
中
心
と
す
る
行
政
機
関
だ
け
が
、
公
益
に
基
づ
く
情
報

を
持
っ
て
い
て
提
供
で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
、
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　

こ
の
結
果
、
権
利
利
益
の
正
式
の
防
御
手
段
が
あ
た
え
ら
れ
た
と
は
い
え
、
行
政
手
続
に
お
け
る
当
事
者
の
活
動
は
、
単
に
処
分

に
従
う
か
従
わ
な
い
か
の
可
能
性
だ
け
を
も
つ
処
分
の
対
象
者
と
し
て
、
手
続
へ
参
加
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

行
政
庁
と
し
て
は
、
当
事
者
を
参
加
さ
せ
る
義
務
は
あ
る
も
の
の
、
参
加
に
よ
っ
て
陳
述
さ
れ
る
当
事
者
の
意
見
に
拘
束
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
意
見
は
聞
く
が
、行
政
処
分
を
行
い
、法
を
実
施
す
る
主
体
は
、あ
く
ま
で
「
公
」
で
あ
る
行
政
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

行
政
手
続
法
は
、
こ
の
よ
う
に
行
政
の
外
に
い
る
市
民
と
の
関
係
に
お
い
て
、
狭
い
範
囲
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
し

か
も
っ
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
行
政
の
内
部
に
お
い
て
も
、
行
政
機
関
間
の
情
報
の
流
れ
、
共
有
等
に
関
す
る
統
一
的
で
協
働

し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
に
も
関
心
を
も
た
ず
、
行
政
手
続
へ
の
他
の
行
政
機
関
の
参
加
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
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「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」は
、上
述
し
た
行
政
手
続
の
諸
特
徴
を
み
る
と
き
、こ
れ
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

行
政
手
続
は
、「
公
」
で
あ
る
行
政
に
対
し
て
、「
私
」
で
あ
る
個
人
の
権
利
利
益
の
防
御
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
、
個
人
と
国
家

の
二
項
対
立
を
前
提
と
し
た
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
、
参
加
し
た
当
事
者
や
参
加
人
の
意
見
（「
私
」）
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
で
、
行

政
は
決
定
を
行
い
、
実
施
す
る
。
こ
の
点
で
、「
公
」
と
し
て
の
行
政
が
、
決
定
―
実
施
を
排
他
的
に
行
う
権
限
を
も
ち
、「
公
共
性
」

を
担
保
す
る
責
任
は
、
も
っ
ぱ
ら
行
政
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
日
本
に
お
い
て
も
、
行
政
手
続
法
は
、
制
定
当
初
、
こ
の
よ
う
に
「
国
家
中
心
主
義
」
の
枠
内
に
あ
る
伝
統
的
な
行
政
手

続
法
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
塩
野
宏
教
授
が
述
べ
る
よ
う
に
、
欧
米
の
諸
外
国
で
、
す
で

に
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
順
次
整
備
さ
れ
て
き
た
行
政
法
の
「
標
準
装
備
」
の
一
つ
で
あ
る
行
政
手
続
法
が
、
前
世
紀
末
の
九
〇
年
代

の
前
半
に
誕
生
し
た
と
い
う
、
日
本
に
と
っ
て
の
歴
史
的
で
固
有
の
意
義
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い(9)

。

　

日
本
で
は
、
こ
の
種
の
伝
統
的
な
行
政
手
続
法
で
さ
え
、
そ
の
制
定
に
い
た
る
に
は
長
い
時
間
を
必
要
と
し
、
よ
う
や
く
九
〇
年

代
の
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
実
現
し
た
こ
と
、
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
明
治
以
来
の
日
本
に
お
け
る
行
政
と
国
民
と
の
間
の

関
係
に
変
革
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
、
伝
統
的
行
政
手
続
法
は
、
個
別
行
政
活
動
の
体
質

改
善
に
奉
仕
し
、
日
本
を
真
の
意
味
の
近
代
国
家
へ
と
体
質
改
善
を
す
る
た
め
の
道
具
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

3　
「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」
と
行
政
手
続

　

日
本
に
お
い
て
、「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
の
枠
内
の
制
度
で
あ
る
行
政
手
続
法
が
制
定
さ
れ
た
九
〇
年
代
は
、
資
本
主
義
諸
国
に
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お
い
て
は
福
祉
国
家
（
日
本
で
は
、
よ
り
正
確
に
は
福
祉
国
家
へ
と
向
か
う
道
）
が
破
綻
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
ソ
連
型
社
会
主

義
国
家
の
崩
壊
と
相
ま
っ
て
、
資
本
主
義
諸
国
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
か
ら
「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」
へ

の
転
回
が
起
こ
り
、
行
政
手
続
法
の
変
化
・
進
化
も
、
こ
の
影
響
を
大
い
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

日
本
で
は
、「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
の
見
直
し
は
、
長
年
の
自
民
党
一
党
支
配
と
結
び
つ
い
て
独
特
の
発
展
を
遂
げ
て
い
た
「
政
・

財
（
業
）・
官
に
よ
る
鉄
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
を
打
ち
破
る
改
革
と
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
の
行
政

手
続
の
類
型
で
あ
る
「
権
利
利
益
防
御
型
」
は
、閉
ざ
さ
れ
た
「
政
・
財
（
業
）・
官
」
の
規
制
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
入
っ
て
い
る
「
既

得
権
者
」
の
「
既
得
権
益
」
を
防
御
し
た
り
、
代
表
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
、
特
定
の
国
民
・
住
民
・
利
害
関
係
人
・
団
体
を
参
加

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」
で
は
、
開
か
れ
た
自
由
な
「
市
場
」
に
参
加
し
、
交
渉
す
る
「
普
遍
的
市
民
」
が
参
加
で
き
る
制
度
を
設

け
る
こ
と
で
、
規
制
の
保
護
の
も
と
に
い
る
「
既
得
権
者
」
を
排
除
し
て
、
規
制
の
撤
廃
・
緩
和
と
自
由
な
市
場
を
つ
く
る
こ
と
が

目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」
に
お
け
る
行
政
手
続
の
典
型
例
が
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

開
か
れ
た
自
由
な
「
市
場
」
に
参
加
す
る
者
が
「
普
遍
的
市
民
」
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
政
策
（
計
画
）
作
成
や
規
則
制
定
の
手
続

に
お
い
て
も
、「
普
遍
的
市
民
」、
す
な
わ
ち
、
特
定
の
人
々
で
は
な
い
す
べ
て
の
市
民
、
地
球
上
の
ど
こ
に
い
て
も
、
外
国
に
住
む

外
国
人
で
あ
っ
て
も
意
見
を
述
べ
、
参
加
で
き
る
制
度
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る(10)

。

　

国
の
レ
ベ
ル
で
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
は
、
当
初
、
閣
議
決
定
と
い
う
行
政
規
則
で
実
施
さ
れ
（
一
九
九
三
年
）、
そ
の
後
、

二
〇
〇
五
年
に
行
政
手
続
法
が
改
正
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
、「
命
令
等
」
の
制
定
に
際
し
て
の
「
意
見
公
募
手
続
」（
行
政
手
続
法
第

六
章
）
と
し
て
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
の
レ
ベ
ル
で
も
、条
例
や
要
綱
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
設
け
て
い
る
が
、

規
則
制
定
手
続
に
限
定
し
た
国
と
は
異
な
り
、
よ
り
広
く
、
計
画
、
条
例
案
等
、
広
く
政
策
作
成
に
際
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ



182法政論集　245号（2012）

論　　説

ン
ト
を
行
う
例
が
多
い
。

　

こ
こ
で
は
、
国
に
よ
る
「
命
令
等
」
の
制
定
手
続
、
と
く
に
、
行
政
手
続
法
第
六
章
が
規
律
す
る
「
意
見
公
募
手
続
」
が
も
つ
特

徴
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る(11)

。

　

第
一
に
、「
命
令
等
」の
制
定
手
続
は
、欧
米
の
行
政
法
が「
規
制
」（regulations

）と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
手
続
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

行
政
処
分
（individual decisions

）
で
は
な
く
、「
命
令
等
」（adm

inistrative orders etc.

）
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

法
律
に
基
づ
く
命
令
ま
た
は
規
則
、
審
査
基
準
、
処
分
基
準
お
よ
び
行
政
指
導
指
針
（
行
政
手
続
法
二
条
八
号
イ
か
ら
ニ
）
を
対
象

に
選
ん
で
、
そ
の
事
前
手
続
（rule-m

aking procedure

）
と
し
て
、
当
該
規
制
の
影
響
を
受
け
る
利
害
関
係
人
で
あ
る
市
民
の
権

利
利
益
を
防
御
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
規
制
行
政
機
関
と
被
規
制
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
閉
ざ
さ
れ
た
規
制
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で

定
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、
民
主
的
正
統
性
を
欠
く
「
命
令
等
」
の
制
定
手
続
に
、
広
く
す
べ
て
の
市
民
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
、

民
主
的
正
統
性
を
促
進
す
る
こ
と
も
目
的
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
こ
の
「
意
見
公
募
手
続
」
を
適
用
し
て
活
動
す
る
命
令
等
制
定
機
関
（
行
政
手
続
法
三
八
条
一
項
）
は
、
行
政
処
分
を

行
う
行
政
庁
の
場
合
と
同
様
に
、
中
央
集
権
か
つ
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
で
規
則
制
定
等
を
行
う
階
等
構
造
を
も
つ
行
政
組
織
が
想
定
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
活
動
も
、
主
に
「
規
制
」
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
命
令

的
お
よ
び
監
督
的
な
規
制
」
に
あ
た
る
。

　

第
三
に
、「
意
見
公
募
手
続
」
の
あ
り
方
は
、
利
害
関
係
人
の
権
利
利
益
を
防
御
す
る
こ
と
と
並
ん
で
、
民
主
的
正
統
性
を
促

進
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
手
続
に
近
い
仕
組
み
と
と
も
に
、
立
法
府
の
決
定
手
続
（legislative decision-

m
aking procedure

）、
す
な
わ
ち
、「
立
法
的
モ
デ
ル
」
を
と
る
点
に
も
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
命
令
等
」
の
制
定
手
続
は
、

一
方
で
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
法
律
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
法
律
を
具
体
化
す
る
事
後
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
（ex post 



日本における行政手続の進化（市橋）

183

control m
echanism

）
で
あ
る
た
め
、
適
法
性
に
関
す
る
「
委
任
の
法
理
」
が
働
く
な
ど
「
裁
判
的
手
続
」
に
近
い
（
行
政
手
続
法

三
八
条
一
項
）。
し
か
し
、
他
方
で
、
法
律
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
実
体
的
な
基
準
を
新
た
に
設
定
し
て
、
そ
の
法
律
を
完
全
な
も

の
に
す
る
点
で
は
、
事
前
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
（ex ante control m

echanism

）
で
あ
る
た
め
、「
立
法
的
手
続
」
に

近
い
の
で
あ
る
。

　

第
四
に
、
行
政
手
続
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
と
ら
え
る
と
、「
命
令
等
」
制
定
手
続
の
場
合
、
行
政

に
よ
る
情
報
収
集
お
よ
び
調
査
は
、「
意
見
公
募
手
続
」
を
通
し
て
の
み
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
職
権
に
よ
る
も
の
も
認
め
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、「
意
見
公
募
手
続
」
が
、「
行
政
を
起
点
と
す
る
一
往
復
半
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
と
よ
ば
れ
て
い
る

点
に
つ
い
て
は(12)

、「
行
政
を
起
点
と
す
る
一
往
復
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
で
し
か
な
か
っ
た
伝
統
的
な
行
政
手
続
の
あ
り

方
を
一
歩
前
進
さ
せ
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
が
「
命
令
等
」
の
「
案
」
を
作
成
し
て
公
示
し
、
誰
で
も

そ
れ
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
行
政
手
続
法
三
九
条
一
項
）。
こ
れ
ら
の
意
見
を
十
分
に
考
慮
し
て
（
同
四
二
条
）、
行
政

は
規
則
を
制
定
し
、そ
の
際
に
、提
出
意
見
を
考
慮
し
た
結
果
を
述
べ
る
（
同
四
三
条
一
項
四
号
）
制
度
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

命
令
等
制
定
機
関
が
「
案
」
を
取
り
ま
と
め
た
後
と
い
う
「
遅
い
手
続
段
階
」
か
ら
し
か
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、「
一

往
復
半
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
効
果
的
な
討
議
の
過
程
と
は
い
え
な
い
こ
と
、「
普
遍
的
市
民
」
は
も
ち
ろ
ん
、
利
害

関
係
人
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
行
政
手
続
に
お
け
る
当
事
者
と
し
て
の
活
動
は
、
単
に
「
規
制
」
に
従
う
か
従
わ
な
い
か
の
可
能
性

だ
け
を
も
つ
被
規
制
者
と
し
て
、
手
続
へ
参
加
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
行
政
庁
と
し
て
は
、
参
加
さ
せ
る
義
務
は
あ
る
も

の
の
、
参
加
に
よ
っ
て
陳
述
さ
れ
る
当
事
者
の
意
見
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
な
お
も

限
定
的
で
、
利
害
関
係
人
を
含
む
「
普
遍
的
市
民
」
の
影
響
力
は
乏
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
考
慮
し
た
結
果
を
述
べ
る
」
と
い
う
段
階
で
、「
意
見
公
募
手
続
」
は
、「
伝
統
的
行
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政
法
」
が
想
定
し
た
よ
う
な
行
政
が
、
当
然
、「
公
」
と
し
て
「
公
共
性
」
を
担
保
し
て
い
る
と
い
う
前
提
を
壊
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
か
ら
の
離
脱
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
行
政
は
、「
意
見
公
募
手
続
」
の
最
後
の

段
階
に
お
い
て
、
自
ら
制
定
し
た
「
命
令
等
」
に
「
公
共
性
」
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
広
く
市
民
に
説
明
す
る
責
任
を
負
う
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
説
明
責
任
を
果
た
せ
な
い
場
合
、「
命
令
等
」
の
制
定
の
「
公
共
性
」
は
否
定
さ
れ
て
、「
命
令
等
」

は
撤
廃
・
緩
和
さ
れ
、行
政
は
撤
退
し
て
市
場
に
任
せ
る
こ
と
が
狙
わ
れ
て
い
る(13)

。
こ
の
点
で
は
、「
意
見
公
募
手
続
」
に
お
け
る
「
普

遍
的
市
民
」
の
参
加
は
、「
命
令
等
」
が
も
つ
「
公
共
性
」
の
存
否
に
関
す
る
意
見
公
募
で
し
か
な
い
。「
公
共
性
」
が
あ
る
と
し
て

「
命
令
等
」
が
制
定
さ
れ
れ
ば
、
後
は
「
公
」
で
あ
る
行
政
任
せ
、
あ
る
い
は
、「
公
共
性
」
が
な
い
と
し
て
「
命
令
等
」
が
撤
廃
さ

れ
れ
ば
（「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」
か
ら
は
、こ
れ
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。）、後
は
「
私
」
で
あ
る
「
市
場
」
任
せ
と
い
う
点
で
、「
公
」

と
「
私
」、
国
家
と
市
場
の
二
項
対
立
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。「
意
見
公
募
手
続
」
に
お
け
る
「
普
遍
的
市
民
」
の
参
加
は
、
参
加

者
が
す
べ
て
の
市
民
に
拡
大
し
た
こ
と
を
除
く
と
、
そ
こ
に
新
し
い
変
化
は
な
く
、
行
政
手
続
の
質
の
進
化
と
い
う
視
角
か
ら
み
る

と
、
そ
の
意
義
は
大
き
く
な
い
。

4　
「
プ
ロ
セ
ス
志
向
民
主
主
義
モ
デ
ル
」
と
行
政
手
続

　

二
一
世
紀
に
入
り
、
日
本
の
行
政
手
続
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
、
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
の
は
、
公
共
性
の
実
現

に
は
、
市
民
社
会
と
市
民
が
関
与
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
支
援
す
る
実
定
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
「
プ
ロ

セ
ス
志
向
民
主
主
義
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。
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「
公
」
で
あ
る
行
政
が
「
公
共
性
」
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
、「
公
」
で
あ

る
行
政
が
有
す
る
と
さ
れ
る
「
公
共
性
」
を
疑
い
、否
定
し
、「
私
」
で
あ
る
「
市
場
」
に
ゆ
だ
ね
る
「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」
で
も
な
く
、

こ
の
「
プ
ロ
セ
ス
志
向
民
主
主
義
モ
デ
ル
」
に
お
け
る
「
公
共
性
」
は
、
行
政
と
様
々
な
社
会
的
ア
ク
タ
ー
の
協
議
と
調
整
の
プ
ロ

セ
ス
を
経
て
生
成
し
、
進
化
す
る
。
そ
こ
で
は
、
個
人
と
国
家
と
の
関
係
が
、
二
項
対
立
構
造
か
ら
三
項
図
式
へ
と
変
化
し
、
個
人

と
国
家
の
中
間
領
域
の
「
空
間
」
で
あ
る
市
民
社
会
が
拡
が
る
。
そ
こ
で
は
、「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」
の
よ
う
に
、
国
家
が
独
占
し

て
い
た
「
公
共
性
」
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
代
わ
る
、
ま
た
は
そ
れ
を
補
完
す
る
「
新
た
な
公
共
性
」
の
生
成
・
進
化

を
促
す
公
衆
参
加
の
制
度
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
議
論
と
熟
議
の
「
空
間
」、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
空
間
」
と
し
て
市
民
社
会
を
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
行
政
手
続

の
新
し
い
豊
か
な
制
度
を
つ
く
る
取
組
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、角
松
生
史
教
授
が
述
べ
る
よ
う
に
、第
一
に
、参
加
を
「
公
共
性
」

の
生
成
の
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
段
階
で
入
れ
る
か
、
と
く
に
、
政
策
の
「
原
案
」
に
つ
い
て
、
行
政
で
は
な
く
市
民
が
つ
く
る
手

続
を
入
れ
る
か
。
第
二
に
、
市
民
が
つ
く
る
政
策
の
原
案
の
成
熟
度
を
ど
の
程
度
の
も
の
に
す
る
か
。
第
三
に
、
こ
の
原
案
の
成
熟

度
を
高
め
て
、
政
策
決
定
に
至
る
過
程
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
順
、
回
数
、
密
度
を
ど
の
よ
う
に
設
け
る
か
と
い
う

三
つ
が
、
制
度
設
計
の
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る(14)

。

　

こ
の
三
つ
の
課
題
に
挑
戦
す
る
試
み
と
し
て
、
角
松
生
史
教
授
は
、
地
方
公
共
団
体
の
レ
ベ
ル
で
市
民
参
加
条
例
の
な
か
に
導
入

さ
れ
始
め
た
市
民
政
策
提
案
手
続
を
紹
介
し
て
い
る(15)

。
そ
こ
で
は
、
第
一
の
課
題
に
つ
い
て
、
政
策
原
案
を
行
政
で
は
な
く
市
民
が

つ
く
り
提
案
す
る
手
続
を
設
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
実
施
可
能
な
政
策
原
案
を
つ
く
っ
て
提
案
す
る
こ

と
は
困
難
な
た
め
、
原
案
の
成
熟
度
を
問
題
に
し
な
い
も
の
が
多
い
。
さ
ら
に
、
成
熟
度
の
低
い
原
案
か
ら
実
際
の
政
策
決
定
へ
と

議
論
を
進
め
る
手
続
を
考
え
る
第
三
の
課
題
に
は
、「
公
共
性
」
の
生
成
と
い
う
意
味
で
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
提
案
者
に
公
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開
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
を
与
え
て
議
論
す
る
、
第
三
者
機
関
で
し
っ
か
り
と
熟
議
す
る
と
い
っ
た
密
度
の
濃
い
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
空
間
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
空
間
」
を
通
し
て
、
政
策
が
真
摯
な
検
討
に
値
す
る
と
判
断
さ
れ

た
り
、
市
民
と
協
働
し
て
さ
ら
に
具
体
化
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
さ
れ
た
り
す
る
と
、
市
民
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
や
専
門
家

も
関
与
し
て
、
実
際
の
政
策
の
決
定
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
と
熟
議
の
「
空
間
」、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
空
間
」
と
し
て
市
民
社
会
を
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
行
政
手
続

の
新
し
い
制
度
を
つ
く
る
取
組
み
の
例
は
、
地
方
公
共
団
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
こ
の
と
こ
ろ
各
地
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
例
え
ば
、「
景
観
政
策
の
進
化
」
の
柱
の
一
つ
と
し
て
、
市
民
と
と
も
に
創
造
す
る
景
観
づ
く
り
に
関
す
る
仕
組
み
の
整

備
を
掲
げ
、
二
〇
一
一
年
四
月
か
ら
景
観
整
備
条
例
の
改
正
・
施
行
を
行
っ
た
京
都
市
が
あ
る
。
市
民
が
自
主
的
に
景
観
づ
く
り
に

取
り
組
む
地
域
組
織
と
し
て
、市
長
が
、地
域
景
観
づ
く
り
協
議
会
を
認
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
市
民
と
行
政
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
空
間
が
つ
く
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
景
観
づ
く
り
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
地
域
景
観
づ
く
り
協
議
会
と
行
政
や
専
門
家
と
の
協

働
が
お
こ
な
わ
れ
、
市
民
が
自
ら
景
観
の
ル
ー
ル
を
明
確
化
し
て
自
主
運
営
す
る
方
向
を
目
指
す
際
に
は
、
市
街
地
景
観
協
定
の
締

結
へ
と
進
む
。
さ
ら
に
、
景
観
の
ル
ー
ル
を
法
的
な
規
制
へ
と
制
度
化
す
る
方
向
を
目
指
す
際
に
は
、
地
区
計
画
の
制
定
へ
と
進
む

道
が
用
意
さ
れ
て
い
る(16)

。

　

こ
う
し
た
行
政
手
続
は
、「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
や
「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」
の
そ
れ
が
、「
行
政
を
起
点
と
す
る
一
往
復
ま
た
は
一

往
復
半
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
市
民
を
起
点
と
す
る
双
方
向
・
反
復
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
過
程
に
な
っ
て
お
り
、
議
論
と
熟
議
の
「
空
間
」
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
空
間
」
に
参
加
す
る
市
民
は
、
す
べ
て

の
市
民
＝
「
普
遍
的
市
民
」
で
も
な
け
れ
ば
、
広
範
な
住
民
、
利
害
関
係
人
で
も
な
く
、
限
定
さ
れ
た
市
民
（
例
え
ば
、
ま
ち
づ
く

り
地
区
の
住
民
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
新
た
な
公
共
性
」
の
生
成
を
促
す
も
の
へ
と
進
化
し
た
行
政
手
続
の
制
度
変
化
、「
新
し
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い
行
政
手
続
」
の
登
場
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
プ
ロ
セ
ス
志
向
民
主
主
義
モ
デ
ル
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
新
し
い
行
政
手
続
」
の
な
か
に
、
萌
芽
的
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
特
徴
と
し
て
は
、
い
か
に
掲
げ
る
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る(17)

。

　

第
一
に
、「
国
家
中
心
モ
デ
ル
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
伝
統
的
行
政
手
続
も
、「
市
場
中
心
モ
デ
ル
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
「
命
令
等
」
制
定
手
続
も
、二
一
世
紀
の
大
き
く
変
化
す
る
行
政
に
は
あ
わ
な
く
な
っ
て
お
り
、今
日
、時
代
遅
れ
の
も
の
と
な
っ

て
現
実
の
行
政
に
適
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
。
行
政
指
導
と
と
も
に
、
伝
統
的
行
政
手
続
と
「
命
令
等
」
制
定

手
続
を
構
成
要
素
と
し
て
盛
り
込
む
日
本
の
行
政
手
続
法
も
、
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
前
述
の
市
民
政
策
提
案
手
続
を
盛
り
込

ん
だ
市
民
参
加
条
例
や
京
都
の
ま
ち
づ
く
り
の
行
政
手
続
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
政
手
続
法
で
は
な
い
「
新
し
い
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
モ
デ
ル
」
を
採
用
す
る
個
別
の
法
令
（
地
方
公
共
団
体
の
そ
れ
を
含
む
。）
の
な
か
に
、「
新
し
い
行
政
手
続
」
の
萌
芽
を
み
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
に
、「
新
し
い
行
政
手
続
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
手
続
が
、
行
政
処
分
や
「
命
令
等
」
の
規
制
と
い
っ
た
行
政
過
程
の
特

定
の
段
階
に
焦
点
を
あ
て
て
規
律
の
対
象
と
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
行
政
過
程
（
政
策
決
定
―
立
法
―
法
適
用
―
法
執
行
）
に

つ
い
て
、
こ
れ
を
段
階
的
に
扱
わ
な
い
で
、
動
的
な
相
互
作
用
の
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
総
体
と
し
て
規
律
の
対
象
と
し

て
い
る
。
こ
の
点
で
、B

arnes

の
次
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　

行
政
法
は
、
規
制
権
限
が
主
権
国
家
の
排
他
的
な
特
権
で
あ
る
国
家
中
心
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
多
元
的
で
、
か
つ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
決

定
作
成
へ
と
動
い
て
い
る
。
行
政
法
は
、
階
統
的
な
モ
デ
ル
か
ら
水
平
的
で
、
か
つ
、
協
働
的
な
モ
デ
ル
へ
と
動
い
て
い
る
。
行
政
法
は
、

行
政
機
関
が
詳
細
な
制
定
法
の
制
約
の
な
か
で
解
答
を
み
つ
け
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
則
制
定
お
よ
び
個
別
の
法
適
用
と
い
う
伝
統
的
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な
二
段
階
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
規
制
機
関
が
、
進
行
す
る
現
実
に
対
応
し
て
最
善
の
可
能
な
決
定
を
作
成
す
る
た
め
に
、
積
極
的
、
か
つ
、
継

続
的
に
活
動
す
る
よ
り
複
雑
な
過
程
へ
と
動
い
て
い
る
。
行
政
手
続
の
新
世
代
は
、
こ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え
て
、
か
つ
て
通
り
抜
け
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
境
を
超
え
て
相
互
作
用
の
通
路
を
つ
く
る(18)

。

　

第
三
に
、
か
つ
て
の
行
政
手
続
が
、
行
政
処
分
で
あ
れ
規
制
で
あ
れ
、
手
続
を
行
う
行
政
機
関
と
し
て
、
階
等
構
造
を
も
つ
行
政

組
織
を
想
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、「
新
し
い
行
政
手
続
」
は
、
そ
の
手
続
を
行
う
者
と
し
て
、
民
間
セ
ク
タ
ー
お
よ
び
超
国
家

的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
セ
ク
タ
ー
と
と
も
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
て
協
働
す
る
行
政
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
規
律
の
対
象
と
な
る
手
続

も
、
行
政
処
分
だ
け
で
は
な
い
。
法
律
お
よ
び
「
命
令
等
」
を
起
点
と
し
て
み
る
と
、
そ
れ
を
適
用
す
る
と
い
う
点
で
事
後
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
手
続
と
な
る
「
命
令
的
お
よ
び
監
督
的
な
規
制
」
で
も
な
い
。「
新
し
い
行
政
手
続
」
は
、規
則
制
定
は
も
ち
ろ
ん
、さ
ら
に
、

そ
の
前
提
と
な
る
政
策
や
計
画
の
決
定
に
関
す
る
事
前
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
続
に
規
律
の
中
心
を
移
動
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
行
政

処
分
手
続
の
よ
う
に
適
法
性
の
確
保
と
権
利
利
益
の
防
御
が
目
指
さ
れ
る
点
で
、「
裁
判
的
モ
デ
ル
」
に
近
い
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、

規
則
制
定
手
続
の
よ
う
に
、
既
存
の
制
定
法
を
完
全
な
も
の
に
す
る
「
立
法
的
手
続
」
に
近
い
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
行
政
過

程
そ
れ
自
身
を
通
し
て
生
成
・
展
開
す
る
政
策
、
計
画
、
規
則
、
基
準
、
討
議
、
監
視
等
に
つ
い
て
、「
最
良
の
解
決
」
を
目
指
し

て
規
律
す
る
事
前
の
先
を
見
越
し
た
手
続（ex ante and proactive procedure

）で
あ
る
と
い
う
点
で
、ま
さ
に「
行
政
的
モ
デ
ル
」

に
属
す
る
手
続
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

第
四
に
、
行
政
手
続
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
か
つ
て
の
行
政
手
続
が
、「
行
政
を
起

点
と
す
る
一
往
復
ま
た
は
一
往
復
半
」
と
い
う
あ
ま
り
効
果
の
な
い
、
し
か
も
、「
遅
い
段
階
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
で

あ
る
の
に
対
し
て
、「
新
し
い
行
政
手
続
」
は
、「
あ
ら
ゆ
る
段
階
」
に
お
け
る
「
市
民
を
起
点
と
す
る
双
方
向
・
反
復
」
の
コ
ミ
ュ
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ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
な
っ
て
お
り
、
議
論
と
熟
議
の
集
中
的
な
「
空
間
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

お
わ
り
に

　

お
わ
り
に
、「
プ
ロ
セ
ス
志
向
民
主
主
義
モ
デ
ル
」
へ
と
進
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
新
し
い
行
政
手
続
」
を
に
な
う
市
民
を
育

て
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
公
共
性
」
を
つ
く
る
新
し
い
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

市
民
は
、
自
ら
の
選
好
に
関
心
を
も
ち
そ
の
実
現
に
努
め
る
存
在
、
す
な
わ
ち
、
個
人
と
し
て
は
「
私
益
」
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と

か
ら
、「
公
共
性
」
の
担
い
手
へ
と
成
長
す
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
、「
私
」
と
そ
の
仲
間
で
あ
る
「
私
た
ち
」
に
し
か
関
心

の
な
い
市
民
は
、「
私
」
と
「
私
た
ち
」
を
超
え
た
「
彼
ら
・
彼
女
ら
」（
外
国
人
、
経
済
困
窮
者
等
）
に
対
す
る
共
感
と
責
任
、
す

な
わ
ち
、「
市
民
的
徳
性
」（civic virtue

）
を
も
つ
「
公
共
性
」
の
担
い
手
へ
と
育
つ
の
で
あ
る
。「
市
民
的
徳
性
」
を
も
つ
市
民

が
ア
ク
タ
ー
と
な
っ
て
、「
公
共
性
」
を
つ
く
る
「
空
間
」
は
機
能
す
る
。
こ
の
点
で
、
今
日
、「
市
民
的
徳
性
」
を
も
つ
市
民
を
育

成
す
る
こ
と
も
、「
公
共
性
」
を
つ
く
る
「
空
間
」
で
あ
る
「
新
し
い
行
政
手
続
」
の
制
度
の
整
備
が
促
す
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
る(19)

。
注

⑴　

本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
二
八
日
・
二
九
日
に
北
京
で
開
催
さ
れ
た
「
行
政
手
続
立
法
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」（
中
国
法
学
会
お
よ
び
ア

ジ
ア
財
団
（
ア
メ
リ
カ
）
主
催
）
に
お
い
て
発
表
し
た
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
か
ら
は
、
わ
た
し
の
ほ
か
、
本
多
滝
夫
龍
谷
大
学
法
科
大
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学
院
教
授
が
「
日
本
に
お
け
る
行
政
手
続
法
の
遵
守
を
確
保
す
る
仕
組
み
と
そ
の
現
状
」
と
題
し
て
報
告
を
行
っ
て
い
る
。

⑵　
http://w

w
w

.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-tsoukai.pdf

を
参
照
。

　
　

こ
れ
は
、
日
本
学
術
会
議
が
人
文
・
社
会
科
学
、
生
命
科
学
お
よ
び
理
学
・
工
学
の
全
て
の
諸
科
学
を
包
摂
す
る
「
学
術
」
が
そ
の
総
合
力
を
ど
の
よ

う
に
発
揮
す
べ
き
で
あ
り
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
学
術
面
か
ら
提
言
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
法
律
学
、
と
く
に
、
行
政
法
の
観
点
か
ら
み

て
も
、
二
一
世
紀
の
変
化
す
る
日
本
社
会
の
現
状
認
識
と
し
て
有
用
で
あ
る
。

⑶　

例
え
ば
、
亘
理
格
「
公
私
機
能
分
担
の
変
容
と
行
政
法
理
論
」
公
法
六
五
号
一
八
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
三
）
参
照
。
ま
た
、
三
面
関
係
に
お
け
る
第
三

者
利
益
の
保
護
・
実
現
に
焦
点
を
あ
て
る
新
し
い
「
行
政
法
モ
デ
ル
」
に
属
す
る
議
論
の
諸
相
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
前
田
雅
子
「
行
政
法
の
モ
デ

ル
論
」
磯
部
力
・
小
早
川
光
郎
・
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅰ　

行
政
法
の
基
礎
理
論
』
二
三
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
）
参
照
。

⑷　

例
え
ば
、
私
化
に
よ
り
行
政
法
の
枠
を
超
え
進
展
す
る
私
的
ア
ク
タ
ー
の
公
役
務
作
用
に
、
行
政
法
の
法
理
や
制
度
技
術
を
汎
用
的
に
用
い
る
こ
と
を

目
指
す
新
し
い
「
行
政
法
モ
デ
ル
」
と
し
て
、
磯
部
力
教
授
が
提
唱
す
る
「
メ
タ
行
政
法
」
が
あ
る
。
磯
部
力
「
行
政
シ
ス
テ
ム
の
構
造
変
化
と
行
政
法

学
の
方
法
」
小
早
川
光
郎
・
宇
賀
克
也
編
『
行
政
法
の
発
展
と
変
革　

上
巻
』
六
四
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
）
参
照
。
ま
た
、
近
時
の
「
行
政
法

拡
大
モ
デ
ル
」
に
属
す
る
議
論
の
諸
相
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
前
田
・
前
掲
注
⑶
論
文
二
七
頁
以
下
参
照
。

⑸　

Javier B
arnes, Tow

ards a Third G
eneration of Adm

inistrative Procedure, in C
om

parative A
dm

inistrative Law
 339 (Susan R

ose-

A
ckerm

an ＆
 Peter L. Lindseth eds., 2011).

⑹　

角
松
生
史
「
決
定
・
参
加
・
協
働
―
市
民
／
住
民
参
加
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
」
新
世
代
政
策
学
研
究
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
七
頁
参
照
。

⑺　

See B
arnes, supra note 2, at 346

―49. B
arnes

は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
も
つ
伝
統
的
行
政
手
続
に
つ
い
て
、
個
別
的
決
定
の
手
続
と
位
置
づ
け
る
と

と
も
に
、
こ
れ
を
「
第
一
世
代
の
行
政
手
続
」
と
呼
ん
で
い
る
。

⑻　

日
本
の
行
政
手
続
法
の
聴
聞
規
定
は
、「
対
審
的
手
続
」
に
近
い
仕
組
み
を
と
る
と
い
っ
て
も
、決
し
て
、そ
れ
は
、ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
対
峙
型
の
「
決
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定
環
境
」
を
創
り
出
す
よ
う
な
「
手
続
鋳
型
」
で
は
な
い
。
中
川
丈
久
『
行
政
手
続
と
行
政
指
導
』
一
八
九
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
）
参
照
。

⑼　

塩
野
宏
教
授
は
、様
々
な
機
会
に
お
い
て
、行
政
手
続
法
と
情
報
公
開
法
を
行
政
法
の
「
標
準
装
備
」
と
呼
ん
で
、こ
れ
ら
の
法
律
の
整
備
に
よ
っ
て
、

国
民
の
行
政
に
対
す
る
自
己
主
張
を
的
確
に
行
う
た
め
の
道
具
が
整
備
さ
れ
、
官
主
導
の
日
本
の
行
政
ス
タ
イ
ル
に
変
革
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し

て
、
日
本
が
「
近
代
国
家
」
へ
と
進
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
塩
野
宏
「
民
主
主
義
国
家
の
標
準
装
備
の
整
備
」C

itizens Forum
 

for R
enew

al, N
o. 125, 

一
五
頁
以
下
参
照
（http://w

w
w

.m
m

jp.or.jp/gyoukaku/new
s/new

s125.pdf

）。

⑽　

福
井
秀
夫
『
司
法
政
策
の
法
と
経
済
学
』（
日
本
評
論
社
、二
〇
〇
六
年
）
一
五
四
頁
。
福
井
秀
夫
教
授
は
、「
自
治
体
の
単
位
が
細
分
化
さ
れ
て
お
り
、

住
宅
土
地
市
場
の
同
一
需
要
圏
が
都
道
府
県
を
超
え
て
大
き
く
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
現
在
、
依
然
と
し
て
細
分
化
さ
れ
た
、
市
町
村
と

い
う
基
礎
自
治
体
単
位
で
、
当
該
自
治
体
の
選
挙
民
の
政
治
的
利
害
に
大
き
く
影
響
を
受
け
や
す
い
地
方
議
会
や
首
長
が
、
住
宅
土
地
市
場
の
重
大
な
権

限
行
使
を
担
っ
て
い
く
こ
と
の
問
題
点
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。」と
の
べ
、行
政
の「
空
間
」で
あ
る
市
町
村
の
枠
内
に
い
る
地
域
住
民
の
利
害
で
は
な
く
、

市
町
村
の
枠
を
超
え
た
市
場
と
い
う
広
大
な
「
空
間
」
を
移
動
す
る
「
潜
在
的
住
民
」
＝
「
普
遍
的
市
民
」
の
利
害
を
吸
い
上
げ
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。

⑾　

See B
arnes, supra note 2, at 346

―49. B
arnes

は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
も
つ
「
命
令
等
」
の
制
定
手
続
に
つ
い
て
、「
規
制
」
の
手
続
と
位
置
づ
け

る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
「
第
二
世
代
の
行
政
手
続
」
と
呼
ん
で
い
る
。

⑿　

角
松
前
掲
注
⑹
論
文
一
五
頁
参
照
。

⒀　

角
松
生
史
教
授
は
、
行
手
法
の
意
見
公
募
手
続
は
、
市
民
に
と
っ
て
、
当
該
政
策
へ
向
け
て
の
意
思
決
定
と
い
う
意
味
で
の
「
事
務
処
理
へ
の
関
与
」

と
し
て
の
意
義
は
極
小
で
あ
り
、む
し
ろ
そ
れ
に
対
す
る
「
批
評
」
と
し
て
の
意
義
が
大
き
い
と
述
べ
、「
行
政
を
起
点
と
し
た
一
往
復
半
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
と
し
て
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
意
義
と
限
界
を
踏
ま
え
れ
ば
、
説
明
責
任
に
重
点
を
置
く
行
手
法
の
制
度
設
計
に
も
十
分
な
理
由
が
あ

る
と
、
そ
の
制
度
設
計
に
理
解
を
示
す
。
角
松
生
史
「
手
続
過
程
の
公
開
と
参
加
」
磯
部
力
・
小
早
川
光
郎
・
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅱ　

行
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政
作
用
・
行
政
手
続
・
行
政
情
報
法
』
三
〇
七
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
）
参
照
。

⒁　

角
松
前
掲
注
⑹
論
文
一
九
頁
以
下
参
照
。

⒂　

同
右
二
一
頁
参
照
。

⒃　

京
都
市
都
市
計
画
局
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
景
観
政
策
の
進
化
』（
二
〇
一
一
年
四
月
）。
多
く
の
歴
史
的
な
街
並
み
景
観
を
も
つ
京
都
市
に
は
、
姉
小
路
界

隈
地
区
、
西
陣
大
黒
町
等
、
ま
ず
、
住
民
が
ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル
を
自
主
的
に
つ
く
り
、
行
政
や
専
門
家
が
住
民
と
協
働
し
て
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
を

建
築
協
定
や
町
づ
く
り
協
定
へ
と
制
度
化
し
て
い
く
先
進
的
な
新
し
い
行
政
手
続
事
例
が
多
い
。
例
え
ば
、
京
都
市
中
京
区
姉
小
路
界
隈
を
考
え
る
会
の

活
動
に
つ
い
て
、http://w

w
w

.aneyakouji.jp/

を
参
照
。
住
民
が
主
体
と
な
り
、
行
政
や
専
門
家
が
こ
れ
と
協
働
す
る
タ
イ
プ
の
京
都
市
に
お
け
る
ま

ち
づ
く
り
に
関
す
る
行
政
手
続
事
例
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
大
学
大
学
院
研
究
生
安
田
理
恵
氏
（
京
都
市
在
住
）
か
ら
資
料
提
供
を
受
け
た
。
ま
た
、
京

都
市
の
景
観
条
例
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
安
本
典
夫
『
都
市
法
概
説
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
四
七
頁
以
下
参
照
。

⒄　

See B
arnes, supra note 2, at 346

―49. B
arnes

は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
も
つ
新
し
い
行
政
手
続
に
つ
い
て
、「
新
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
に
基

づ
く
公
共
政
策
」
の
手
続
と
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
「
第
三
世
代
の
行
政
手
続
」
と
呼
ん
で
い
る
。

⒅　

See id., at 339.

⒆　

大
森
秀
臣
教
授
は
、
公
私
の
結
合
を
め
ざ
す
現
代
の
「
公
民
的
共
和
主
義
」
に
は
、「
審
議
―

参
加
型
」
と
「
徳
性
―

陶
冶
型
」
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
陶
冶
を
通
し
て
で
は
な
く
審
議
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
「
法
の
公
共
的
正
統
性
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
審
議
―

参
加
型
」
の
共
和
主
義
に
基
づ
く
公
私
の
結
合
を
展
望
し
て
い
る
（
大
森
秀
臣
『
共
和
主
義
の
法
理
論
公
私
分
離
か
ら
審
議
的
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
へ
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
六
年
））
五
二
頁
以
下
参
照
。


